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平成２５年松茂町議会第１回定例会会議録 

第１日目（３月７日） 

                                         

午前１０時００分開会  

○議会事務局長【吉田英雄君】  ただいまから平成２５年松茂町議会第１回定例会の開

会をお願いいたします。 

 まず初めに、新保議長からごあいさつがございます。 

○議長【新保 勲君】  皆さん、おはようございます。いよいよ春のぬくもりを感じる

ようにはなりましたけれども、今年は猛烈な寒波の影響で体調を崩された方もおられます

けれども、本日は総員のご出席をいただきましてありがとうございます。 

 最初に、昨年、ノミネートの話をしましたけれども、本松茂町議会が全国２９自治体と

ともに優秀議会として表彰されまして、徳島県からも、県町村議長会会長から徳島県で

は１件、松茂町議会が優秀議会として表彰されました。全国の副賞はクリスタル時計であ

りましたが、徳島県のはコケ猿のつぼみたいな大谷焼きのつぼを添えられておりましたこ

とを報告しますが、この優秀議会の表彰につきましては、議会各位のご尽力はもとより、

広瀬町長以下、町職員のご支援ご協力の賜物と心から感謝を申し上げて報告を終わります。 

 さて、２５年第１回定例会になりますが、今年は政府が交代しまして、１３兆円という

補正予算、１４カ月予算とも言われますが、まあ、地方自治体においてはどれだけそれに

取り組めるか、これからの問題だと思います。また、今日のニュースでは、北朝鮮が今に

も爆発しそうなニュースになっておりますが、しかっりした各自治体の地盤固めが必要だ

ろうとこう思います。なお一層の、皆さんにご尽力をお願いして、あいさつとします。 

                                         

○議長【新保 勲君】  ただいまの出席議員は１１名で、地方自治法第１１３条による

定足数に達しております。よって、平成２５年松茂町議会第１回定例会は成立いたしまし

た。 

 ただいまから平成２５年松茂町議会第１回定例会を開会いたします。 

                                         

○議長【新保 勲君】  広瀬町長から招集のあいさつがあります。 

 広瀬町長。 

○町長【広瀬憲発君】  皆さんおはようございます。桜のつぼみも大きく膨らんで開花
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を今か今かと待っている今日このごろでございますが、本日、平成２５年松茂町議会第１

回定例会を招集申し上げましたところ、議員各位には、ご健勝で、また大変お忙しい中を

全議員のご出席をいただきまして大変ありがとうございます。 

 また、平素におきましては、松茂町発展のためにご尽力を賜っておりますこと、深く感

謝を申し上げます。 

 さて、今定例会に上程をいたします案件は、同意が１件、議案が３１件となって計３２

件でございます。重要な案件ばかりでございますが、今回の定例会は８議案が２５年度の

当初予算となって松茂町の先行きをしっかりと決める予算となっておりますので、十分に

ご審議を賜りまして全案件が可決をいただきますよう心からお願いを申し上げまして招集

のごあいさつといたします。 

                                         

○議長【新保 勲君】  ただいまから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に印刷配付のとおりであります。 

 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において、８番一森

康雄議員、及び９番吉崎議員を指名いたします。 

                                         

○議長【新保 勲君】  日程第２、「会期の決定について」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、３月７日から３月２２日までの１６日間にしたいと思います。こ

れにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【新保 勲君】  異議なしと認めます。 

 よって、会期は３月７日から３月２２日までの１６日間に決定いたしました。 

                                         

○議長【新保 勲君】  日程第３、「諸般の報告」を行います。 

 まず、松茂町ほか二町競艇事業組合の平成２４年度事業実施報告を組合議会監査委員の

森谷議員にお願いいたします。 

 森谷議員。 

○２番【森谷 靖君】  おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、松
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茂町ほか二町競艇事業組合議会の報告を行います。 

 松茂町ほか二町競艇事業組合は、昭和４２年１月以来、モーターボート競走法に基づく

競艇事業を鳴門市と共催で１カ月に２日、年間で２４日を開催いたしております。その収

益金は、組合を構成する３町の一般会計に繰り出しすることにより、各町の財源として大

きく貢献してまいりました。 

 ボートレース鳴門におきましては、平成２２年９月に策定した「経営改革アクションプ

ラン」に基づき、引き続き、特色ある番組編成の導入による魅力あるレースの提供や、場

内ファンサービスの充実、及び電話投票における「キャッシュバック等キャンペーン」の

実施など、さまざまな売上の向上策に積極的に取り組んでおります。 

 また、平成２５年１月１７日より、本場特別観覧席と外向発売場「エディウィン鳴門」

において電子マネーで舟券を購入できるキャッシュレスカード「なるちゃんｅＣＬＵＢ」

が導入されました。舟券の購入、払い戻しをカードで管理できるものであり、迅速・手軽

に利用できることから、現在、１千人を超える方が登録されております。 

 こうした取り組みの結果、平成２３年度においては約３億７千万円の黒字を計上し、平

成２４年度においては約７千万円の黒字が見込まれております。 

 しかしながら、全国的な舟券売り上げは減少傾向が続いており、まだ約４億円の累積赤

字も残っているところであり、依然として厳しい状況が続いております。 

 こうした中、鳴門市からの繰出金の率は平成２４年度より０.２３％に改定しており、

平成２４年度は財政調整基金を取り崩し、各町への繰出金は、合わせて５００万円といた

しました。 

 今後も、舟券売上の向上及び開催経費の削減等による経営改善を管理者ともども努力し

たいと考えておりますので、議員各位におかれましては、何とぞ、諸事情をご賢察の上、

ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 以上、簡単でございますが、競艇事業組合議会の現況報告とさせていただきます。 

○議長【新保 勲君】  続きまして、板野東部消防組合の平成２４年度事業実施報告を

組合議会議員の佐藤議員にお願いいたします。 

 佐藤議員。 

○５番【佐藤富男君】  それでは、議長の許可を得まして、板野東部消防組合議会の報

告をいたします。 

 平成２４年における板野東部消防組合議会の開催につきましては、４回開催してお
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り、３月は定例会、６月、９月、１０月は臨時議会であります。 

 また、消防組合議会視察研修では、広瀬松茂町長随行のもと、平成２４年１１月１５日

から１泊２日の行程で、初日は、岡山県津山市の津山圏域消防組合消防本部内において、

津山市、真庭市及び美作市の３市で構成する美作地区消防指令センターにおいて「消防指

令業務共同運用」について学びました。２日目は、神戸市の防災、減災研究施設の人と防

災未来センターにて大規模災害発生時の災害対策及び被害軽減等について有意義な研修を

いたしました。 

 予算面につきましては、平成２４年度の板野東部消防組合会計当初予算額は１０

億８,８９３万１千円であります。 

 そのうち、３町分担金の合計金額は１０億７２９万６千円であり、松茂町に係る分担比

率は２３.４３％、北島町は３１.３９％、藍住町は４５.１８％であるため、本町分担金

は２億４,２１３万９千円となっております。 

 この内訳といたしましては、常備消防費分担金が２億１,７７７万６千円、非常備消防

費分担金が２,４３６万３千円でございます。 

 平成２４年度の主な事業といたしましては、緊急消防援助隊設備整備事業の補助を受け、

第１消防署に救助工作車を１２月１９日に更新配備いたしました。契約金額は９,９２２

万５千円で補助金額は基準額の５０％で２,６１９万５千円でございます。また、ＪＡ共

済連徳島さんより平成２４年度交通事故対策基金助成事業の助成を受け高規格救急自動車

を第２消防署に更新配備する予定でございます。これは、今月３月１２日に受領式を行い

配備する予定です。契約金額は３,１４８万５,８８３円で助成金額は２,７００万円でご

ざいます。 

 ほかに、旧の消防本部及び第１消防署の解体工事を実施、契約金額１,２０７万５千円、

消防救急デジタル無線整備事業に係る実施設計を業者に依頼、負担金が４４４

万８,００７円で成果品は今年度末にできあがる予定でございます。 

 また、平成２４年度には、今年度末に定年退職３名の退職がありますので、消防吏員採

用試験を実施しました。平成２５年度には、３名の職員採用予定でございます。これで板

野東部消防組合職員数は、総計８７名となります。 

 そのほか、消防本部庁舎建設に伴う起債総額２１億２,７２０万円の償還につきまして

は、平成１６年度から平成４０年度までの２５年間、藍住町の第２消防署の庁舎建設に伴

う起債総額３億２,４６０万円の償還については、平成２３年度から平成３７年度まで
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の１５年間であり、２４年度の償還金額合計は１億２３７万３千円であります。 

 また、平成２５年１月２１日現在での支出済額は７億２,３７７万８,４４４円であり、

予算に対する執行割合は６５.４％であります。 

 その内訳としては、人件費（給与、手当、報酬、共済費）が５億６,８９４万２,６５１

円で、支出済額に対する割合は７８.６％、公債費が５,１１８万６,１１３円で、支出済

額に対する割合は７.１％です。庁舎管理に係る委託料が８９０万５,５０９円で支出済額

に対する割合は１.２％。その他が９,４７４万４,１７１円で、支出済額に対する割合

は１３.１％となっております。 

 以上、消防組合議会の現状報告とさせていただきます。 

○議長【新保 勲君】  続きまして、板野東部青少年育成センター組合の平成２４年度

事業実施報告を組合議会議長の池添議員にお願いいたします。 

 池添議員。 

○７番【池添英明君】  皆さん、おはようございます。議長の許可を得ましたので、板

野東部青少年育成センター組合の平成２４年度の事業について報告いたします。 

 昨今の少年を取り巻く環境は、いじめや自殺、不登校、暴力行為などのほか、携帯電話

やインターネットの利用による犯罪被害やトラブルの発生など、憂慮すべき状況にあると

言えます。そのような現状を踏まえ、青少年育成センターでは、関係機関、団体と緊密な

連携のもと、非行防止及び健全育成活動を行っています。 

 まず、「街頭補導活動」についてですが、最近は、コンビニの前などでたむろしたり、

喫煙や飲酒といった問題行動をする少年たちを見かけることは少なくなりました。今年

度、２月末現在で補導した少年の数は１８人と、前年同期と比べ３３人減少しています。

これは、家の中でゲームをしたりインターネットを利用する時間がふえていることなどが

影響すると考えられますが、「どこそこで喫煙していた」という情報もありますので、引

き続き、早期発見と早期指導に努めたいと思います。 

 次に、「相談活動」につきましては、２月末現在で２０件の相談を受けています。学校

などからの相談が中心で、子どもや保護者からの相談は少ないのが現実です。いじめの対

応などにつきましても、相談体制の整備が必要であると言われております。２５年度は相

談電話の利用を呼びかける「相談カード」を全児童生徒に配布する予定です。また相談を

受理する職員の資質の向上も図っているところです。 

 続きまして、「子どもを守る活動」につきましては、学校などからの「不審者情報」
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が２月末現在で１０件ありますが、前年同期に比べ５件減少しています。内訳は、「声か

け」が３件、「つきまとい」１件、「痴漢」２件、その他４件となっています。このうち痴

漢２件につきましては犯人が検挙されました。育成センターでは、今後とも、不審者情報

のあった地域や時間帯はもちろんですが、下校時間帯を中心に青色回転灯による防犯パト

ロールを実施して、児童・生徒の被害の未然防止に努めてまいります。 

 また、「健全育成活動」として、夏休み期間中に児童と保護者を対象に「親子ふれあい

教室」を開催し、大谷焼の「焼き物づくり」をしたほか、インターネットや携帯電話の安

全な利用についての対策として、管内全中学生を対象としたアンケート調査を実施して実

態把握をした後、中学生を対象とした「リーダー養成研修会」を開催し、インターネッ

ト・携帯電話の安全な利用を呼びかける「かべ新聞」を作成しました。「かべ新聞」は、

中学校で文化祭の時期に展示していただき、全校生徒及び保護者の方への情報発信の機会

とさせていただきました。 

 さらに、「子ども・若者育成支援活動」として、中学生１名の学習支援活動を実施して

いるほか、育成センターが認定したボランティアである「ユースサポーター」が「インタ

ーネットのパトロール活動」などを実施し、インターネット・携帯電話を利用する子ども

たちを守る活動をしています。 

 育成センターにおきましては、今後とも各関係機関及び補導員の方々と連携を密にしな

がら、青少年の非行防止・健全育成活動や子どもの安全を守る活動を推進してまいります。 

 以上で板野東部青少年育成センター組合の事業について報告を終わります。 

○議長【新保 勲君】  続きまして、徳島県後期高齢者医療広域連合に関する報告を原

田副議長にお願いいたします。 

 原田副議長。 

○副議長【原田幹夫君】  おはようございます。議長の許可をいただきましたので、徳

島県後期高齢者医療広域連合議会の報告をいたします。 

 このことについては、平成２５年２月１８日、徳島県国保会館において、徳島県後期高

齢者医療広域連合議会定例会が開催されました。 

 このたびの定例会においては、平成２５年度徳島県後期高齢者医療広域連合一般会計予

算及び特別会計予算など７議案と副広域連合長に係る人事案件が上程され、全議案につい

て原案可決並びに同意されました。 

 概要については、次のとおりです。 
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 可決された議案では、１、平成２５年度徳島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算に

ついて、歳入歳出予算の総額を１億４,２６８万６千円としました。 

 ２、平成２５年度徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算について

は、歳入歳出予算の総額を１,１６５億９,８４８万８千円としました。 

 ３、平成２４年度徳島県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算については、歳入歳

出予算の総額に１００万円を追加し、総額を１億３,７０９万円としました。 

 ４、平成２４年度徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いては、歳入歳出予算の総額に８億９,８５７万６千円を追加し、総額を１,１２２

億６,１５８万７千円としました。 

 ５、後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部改正については、人事院勧

告に基づき、広域連合職員の給与について所要の改正を行いました。 

 ６、徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部改正に

ついては、平成２５年度の特例措置により軽減される保険料減額のため、財源に基金を充

てるため所要の改正を行いました。 

 ７、徳島県後期高齢者医療広域連合第２次広域計画の策定については、地方自治法

第２９１条の７の規定に基づき、徳島県後期高齢者医療広域連合第２次広域計画を策定し

ました。 

 同意された人事議案では、徳島県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任について

は、徳島市長会副会長で小松島市長の濱田保徳氏が選任同意されました。 

 以上、７議案及び副広域連合長に係る人事案件については説明があり、全議員の議決が

されました。 

 簡単でございますが、徳島県後期高齢者医療広域連合議会の報告とさせていただきます。 

○議長【新保 勲君】  以上で、諸般の報告を終わります。 

                                         

○議長【新保 勲君】  続きまして、日程第４、「所信表明」を行います。 

 広瀬町長。 

○町長【広瀬憲発君】  それでは、私の方から所信表明を申し上げたいと思います。 

 平成２５年第１回定例会の開会に当たりまして、町政に臨む基本的な考え方を申し上げ

たいと思います。 

 昨年の１２月に行われた衆議院議員総選挙では、民主党の惨敗により自由民主党が政権
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を奪回いたしました。新政権には、経済再生、東日本大震災からの復興をはじめ、さまざ

まな課題が山積をしております。その中、国難に果敢に立ち向かい力強く日本再生に取り

組んでいただくことを強く望むところでございます。 

 松茂町では、東海・東南海・南海の３連動地震の発生が危惧されている中、地震・津波

対策を最重要課題ととらえ、新政権のもと、防災、減災の体制強化を図っていくことは無

論のこと、町行政全般について、国の政策を的確にかつ迅速に見極め、本町に与える影響

を分析しつつ、これまでに引き続き自立できる町を目指してまいります。 

 まずは、２５年度の松茂町に関連する国及び徳島県が実施する事業の概要について申し

上げます。 

 徳島空港周辺整備事業につきましては、既に国道２８号線から徳島阿波おどり空港まで

の道路整備事業が完了いたしました。 

 西延伸事業につきましては、２４年度は旧吉野川の橋梁工事に着手されました。 

 ２５年度は、引き続き、橋梁工事等が施工される予定であります。 

 空港周辺の臨空用地につきましては、先月に大規模太陽光発電所が完成し、発電を開始

しております。また、運送会社やレンタカー会社、貸し駐車場業の会社などの進出が進ん

でいる状況であり、残りの流通施設用地への企業誘致促進について、引き続き、県に要望

をしてまいります。 

 次に、河川改修事業についてであります。 

 国土交通省の吉野川水系河川整備計画のうち、本町に関係する旧吉野川改修事業につき

ましては、２５年度には用地取得に着手される予定であります。 

 次に、旧吉野川及び今切川の地震・津波対策事業でございますが、液状化対策など

が２３年度から５カ年計画で着手され、現在、今切川で１２箇所、旧吉野川で３箇所の工

事が進められております。 

 次に、県道川内大代線、加賀須野橋かけ替え工事につきましては、２５年度も引き続き、

橋梁工事が施工される予定であります。 

 今後も、地元のご協力をいただきながら、早期供用開始に向けての取り組みを関係機関

に要望をしてまいります。 

 次に、四国横断自動車道鳴門～徳島間についてであります。この区間につきまして

は、２６年度供用開始を目指して工事が進められており、２５年度も、引き続き、高速道

路本線及びパーキングエリア工事が施工される予定であります。 
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 また、松茂スマートインターチェンジの設置につきましては、現在、用地買収に取り組

んでおり、２５年度には連結道路及び側道工事を施工する予定であります。 

 今後も、徳島県をはじめ、関係機関と連携し、四国横断自動車道の鳴門～徳島間の供用

開始時期に合わせたスマートインターチェンジの供用に努めてまいります。 

 次に、国営総合農地防災事業につきましては、２３年度より長岸新田側でシールド工法

にて東部幹線水路工事（太郎八須工区）が施工されており、今年度で工事は完成する予定

であります。これにより、事業全体の進捗率は、水路延長ベースで約９１％となっており

ます。 

 また、国営造成施設の管理・運営を担当する吉野川下流域土地改良区の体制強化を関係

機関と連携をとりながら、より一層推進していきたいと考えております。 

 さらに、本町では、この国営事業による灌漑用水を効率的に町内農地に送水するため県

営地盤沈下対策事業が実施されており、旧吉野川を横断する松茂幹線と松茂エリアの整備

計画案の策定を進めるとともに、福有地区におけるパイプライン及び配水設備の施設整備

に努めてまいります。 

 続きまして、松茂町の財政状況について申し上げます。２３年度決算時点での財政状況

の数値を申し上げてみます。 

 まず、財政構造の弾力性を測定する指標とされます経常収支比率につきまして

は、７８.８％と昨年度より０.８％改善をしております。県内平均の８７.５％と比較す

ると比較的良好な数字となっております。 

 次に、財政力指数でございますが、２３年度の財政力指数は県平均の０.５３に対し、

松茂町は０.９２と県内では最も良好な数値を維持しております。 

 次に、実質公債費比率でございますが、県平均の１０.３％に対し、松茂町は３.６％で

あり、良好な数値であると考えております。 

 また一方、特別会計では、下水道事業などの事業の推進により起債が増加するため、今

後とも、財政の健全性に配慮した財政運営に努力してまいります。 

 次に、平成２５年度予算の概要について申し上げます。 

 ２５年度の歳入歳出予算の総額は５１億１,５３９万２千円で２４年度当初予算と比較

して２億５,０１５万９千円の減額、率にしますと約４.７％の減となっております。 

 まず、歳入面から申し上げますと、町財政の根幹をなす町税につきましては、景気低迷

の長期化及び土地価格の下落傾向により、全体としましては、前年度当初予算と比較して



 －14－ 

若干の減収の見込みとなっております。 

 町民税の個人においては、納税義務者数の増加により増収の見込みとなっております。

法人におきましては、減収の見込みとなり、町民税全体としては前年度並みの見込みとな

っております。 

 固定資産税については、土地価格の下落傾向が続いているため減収の見込みとなってお

ります。 

 ２５年度の自主財源は３４億８,２００万円を確保し、その歳入に占める割合は６８％

となっております。自主財源のうち町税については、２４年度当初比較２,５００万円減

の２５億８,６００万円を見込むとともに、生活環境整備基金から４億円、財政調整基金

から１億円を繰り入れ、財源としております。 

 依存財源では、地方交付税として２億６千万円を見込んでおります。地方消費税交付金

で１億７,１００万円、国有提供施設等所在市町村助成交付金で２億１,５００万円を見込

んでおります。 

 一方、歳出につきましては、引き続き、徹底した経常的経費の節減合理化と人事管理の

適正化等に努めるとともに、施策の選択と事業経費の効率的支出を図ることにより、民生

安定及び防災対策事業を積極的に推進することを念頭に置いた予算編成としております。 

 そのうち、投資的経費につきましては５億４,８００万円を計上し、スマートインター

チェンジ設置事業、広島２０号線道路改良事業、喜来小学校地震津波対策事業、及びふれ

あいきゅうない公園補修事業等の事業に取り組んでまいります。 

 引き続きまして、第４次松茂町総合計画、並びに、私のまちづくりの基本方針でありま

す「あなたとともに歩む健康で明るいまちづくり」に基づく２５年度の主要事業について

申し上げます。 

 「季節の風を感じるまちづくり」（生活環境）では、引き続き、「美しいまちづくり」と

いたしまして、環境美化作業員による環境パトロールやぽい捨てごみの回収などを実施し、

不法投棄をしない意識を高め、美しいまちづくりに取り組んでまいります。 

 次に、防災対策についてであります。 

 冒頭に申し上げましたように、地震津波防災対策を、昨年に引き続き、本年度の最重要

課題ととらえ、東日本大震災を教訓として、これまでの防災・減災のための対策や体制を

見直し再構築する必要性から、２５年度は危機管理対策準備室を危機管理室に格上げし、

防災の体制強化を図ってまいります。 
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 ２４年度に引き続き、地震・津波対策特別委員会にご協力をいただきながら、「津波防

災地域づくりに関する法律」等に基づく「津波防災地域づくり推進計画」の作成、地域防

災計画の変更など、抜本的に見直しを実施してまいります。 

 さらに、減災対策としては、円滑な避難や防災意識の普及・啓発を行うために、自主防

災組織の訓練等に補助を行い、地域防災力の強化に努めてまいります。 

 また、防災対策として、避難場所の確保、防災対策本部の整備などを目的に庁舎改築事

業に取り組んでまいります。また、農業用排水機場に係る受益区域内の被害をより軽減す

るため、排水対策を実施してまいります。 

 町内にある豊岡排水機場、伊沢裏排水機場、中喜来排水機場及び喜来排水機場の４箇所

については、県営事業で安定した排水能力が得られるよう、排水設備の修繕、保全を図る

とともに、町が計画している排水対策事業を進めてまいります。 

 「個人の木造住宅の耐震化対策」につきましては、地震に伴う被害軽減のため、昨年度

に引き続き、耐震診断及び耐震改修事業の推進に努めてまいります。 

 また、２３年度から徳島県が始めました耐震改修とあわせて行うリフォームに対する

「住まいの安全・安心なリフォーム支援事業」についても、本町も協調補助を継続いたし

ます。 

 次に、「人に優しく快適な生活を築くまちづくり」（生活基盤）では、地球温暖化対策、

また、防災対策として有効な住宅用太陽光発電設備に対する補助を継続実施してまいりま

す。 

 また、環境衛生面では、犬猫などの動物の飼い方等の啓発や注意看板の設置を行うとと

もに、犬猫の避妊去勢手術への助成を継続し、野犬等の発生防止に努めてまいります。 

 「家庭から排出されるごみ対策」につきましては、生ごみ処理機購入補助金の増額をす

るとともに、「紙の日」の継続により、ごみの減量化とリサイクル意識の向上に努めてま

いります。 

 現在、徳島市周辺の２市４町１村で構成する徳島東部地域環境施設整備推進協議会にお

いて実施しております一般廃棄物中間処理施設の広域整備に関する基本計画作成業務を参

考に、今後、広域整備への参加について検討をしてまいります。 

 次に、「道路整備事業」についてであります。 

 ２５年度は、「社会資本整備総合交付金」を活用し、計画的に進めております橋梁耐震

事業として、松茂３号線の落橋防止工事を施工するとともに、橋梁長寿命化修繕計画を策
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定する予定であります。 

 次に、公共下水道事業につきましては、第１期事業計画区域、及び第２期事業計画区域

の面整備を並行して取り組み、供用区域の拡大に努めてまいりました。その結果、本年３

月末で第１期事業計画区域約９８ｈａの整備が完了する予定であります。２５年度からは、

第２期事業計画区域であります松茂工業団地内の整備に着手し、下水道事業の効果発現に

向けて取り組んでまいります。 

 本年度の下水道管渠整備工事の計画延長は約１,８００ｍで、施工箇所につきましては、

豊久地区、及び既に着手いたしております長原地区を予定しております。 

 次に、上水道事業につきましては、「快適なくらしを支える安全な水道」を基本理念と

して安心して飲める水を安定して供給できるように事業を進めてまいります。 

 配水管の整備につきましては、特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、石綿セメン

ト管を含め、老朽管の更新を丸須地区で予定して耐震性の向上を図りたいと思います。 

 また、公共下水道事業の支障となる長原地域の配水管の布設替えにつきましても、耐震

性に配慮した工事を実施いたします。 

 浄水設備につきましては、防衛省の補助を財源とし、更新工事に着手し、施設の維持強

化を図りたいと考えております。 

 経営面では、水道企業債償還額や事業量の増加が見込まれるため、「健全で持続可能な

水道」の基本方針により財源の確保に努めながら運営をしてまいります。 

 次に、「安心とぬくもりを感じるまちづくり」（保健・医療・福祉）では、人は、だれで

も健康で豊かな生活が送れることを願っており、すべての人々が健康を維持し、安心した

生活ができるよう、施策を講じていかなければならないと考えております。 

 そのためには、自己管理による心と体の健康づくりを実践の場にとり入れ、具体的な啓

発活動を進めながら健康づくりを目指してまいりたいと考えております。 

 町民の健康増進につきましては、健康教育、健康相談、啓発活動に加えて、特定健診・

特定保健指導を通して町民の健康意識を高め、特定健康診査の受診率向上に重点を置き、

検診結果をもとに、個々の健康状態やライフスタイルに応じた生活習慣の改善を支援し、

疾病予防を目的とした保健指導を実施してまいります。 

 次に、介護保険につきましては、高齢者が要介護状態にならないための体力づくり、予

防策などを実施し、要介護者の減少につなげれるよう、町内医療機関をはじめ、関係機関

のご協力とご指導を得ながら高齢者の健康づくりに取り組んでまいります。 
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 後期高齢者医療制度につきましては、廃止を前提とする具体的な制度設計を進め、国民

の納得と信頼が得られる新たな制度への移行を予定しておりますが、新制度移行までは現

制度を継続いたします。 

 国民健康保険につきましては、医療費等の増加を抑制するために、ジェネリック医薬品

の使用を推進する事業に取り組んでまいります。 

 児童福祉につきましては、少子・高齢化、核家族化の進行、経済の低成長、地域の連帯

感の希薄化などにより社会環境は大きく変化してきました。本町では「松茂町次世代育成

支援行動計画」に沿って、子育てに対する保護者の負担感の軽減、子どもを生み育てる楽

しさや充実感や幸せを、子どもの親も周囲の人々も感じられるようなまちづくりを目指し、

総合的かつ計画的に子育て支援に取り組んでまいりたいと思っております。 

 障害福祉につきましては、障害者が地域社会の一員として共に生活し活動できるノーマ

ライゼーションの理念に基づき、地域社会の環境形成が求められております。障害福祉を

取り巻く制度の変化に的確に対応するため、県や関係機関と連携を強化し、「松茂町障害

福祉計画」に沿って総合的かつ計画的に障害福祉施策に取り組み、障害を持った人が等し

く福祉サービスを受けられるように推進をしてまいります。 

 高齢者福祉につきましては、老人福祉センター「松鶴苑」を拠点として、高齢者が健康

で生きがいを持って過ごしていただけるよう、生涯学習の機会やレクリエーションなどの

充実に取り組んでまいります。 

 次に、「人を育て文化を創るまちづくり」（教育・文化・スポーツ）では、かつて経験し

たことのない人口減少社会を迎えた我が国の２１世紀は、少子・高齢社会の進展、経済・

社会のグローバル化、地球規模の環境問題、高度情報社会の急速な発展などとともに変わ

り続けております。 

 こうした激動する時代の中、自分たちの努力で自らの未来を切り開いていく「力」を一

人一人が身につけることが、より一層求められております。 

 松茂町では、こうした時代認識に立ち、改正された教育基本法の理念にのっとり、中・

長期的な視点から教育行政の目標とその実現に向けた取り組みを松茂町教育振興計画で明

らかにしております。 

 まず、「学校教育」につきましては、「安全な環境」の中で変化の激しいこれからの社会

を生きるために、「生き抜く力」が求められています。それは、確かな学力（知育）、豊か

な心（徳育）、健やかな体（体育）の知・徳・体をバランスよく育てることに努めること
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であります。 

 「確かな学力の定着」につきましては、学習指導要領に基づく児童生徒の基礎学力の定

着、向上を図るとともに、個性や能力を尊重し、自ら学び自ら考える力など「生きる力」

を育成するため、指導方法の改善・充実に努めてまいります。 

 基礎・基本の確実な定着はもとより思考力・判断力・表現力等の育成を図るとともに、

少人数学級や少人数グループ指導、ティームティーチングなど、きめ細かな指導を通して

「確かな学力」を育成いたします。 

 「豊かな心の育成」につきましては、町の伝統や歴史などの郷土学習、ボランティアな

どの福祉教育、地域と一体となった道徳教育や人権教育などを通じて、郷土愛、思いやり、

社会性といった豊かな心を育てる教育の充実を図ってまいります。 

 「健やかな身体の育成」につきましては、本町児童生徒の体力・運動能力の向上のため、

学校・家庭・地域と連携した運動環境の整備を通して体力の向上を図ってまいります。 

 特に、小学校低学年の体力向上を図るため、重点分野雇用創出事業を活用して体育指導

助教員の配置を本年度も行い、きめ細かな指導が行える体制づくりに努めてまいります。 

 「安心して生活できる学校」につきましては、人権教育を徹底し、いじめの根絶を目指

し、悩みごとを相談できる「心の教室相談員」や「子どもと親の相談員」の配置を継続し、

相談に応じてまいります。 

 「不登校問題の解決」につきましては、適応指導教室で指導を継続し、積極的にその解

決に努めてまいります。 

 「特別支援教育」につきましては、障害のある子どもたちの自立や社会参加に向けた主

体的な取り組みを支援するという視点に立ち、適切な指導及び必要な支援をする体制を整

えます。引き続き、支援の必要な子どもの多い学級に加配助教員を配置し、行き届いた支

援教育に努めてまいります。 

 「学校の施設・設備の整備」につきましては、地震から子どもの生命を守り、また、地

域住民の災害時避難場所として利用するため、本年度は、喜来小学校地震津波対策工事や、

避難場所となっている学校に地震自動解除防災ボックスを設置いたします。 

 「安全安心な学校給食」につきましては、栄養教諭を中心として学校と家庭が連携して

食育の推進に努めるとともに、「早寝・早起き・朝ごはん」を定着させてまいります。 

 「幼稚園教育の充実」につきましては、「幼稚園教育要領」に基づき、園児一人一人の

発達状況に応じ、基本的生活習慣を身につけ、健全な心身を養い、道徳性の芽生え、豊か
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な感性、知的好奇心を培う教育の充実を図ります。 

 社会教育について申し上げます。 

 公民館、歴史民俗資料館及び図書館では、それぞれ各種講座を開設して、生涯学習の充

実、伝統文化の継承発展、学術的・学問的情報の発信を目指して事業を進めてまいります。 

 歴史民俗資料館では、郷土の歴史と文化を学び、ふるさとの伝統を受け継ぐ２０年間の

成果を踏まえ、展示内容の改修や記念講演の開催などを行ってまいります。また、過去の

南海地震や洪水災害に関する歴史資料の収集を引き続き行い、現代の防災施策に資する研

究活動を継続してまいります。 

 町立図書館では、乳児対象のブックスタート事業、児童対象の各種行事を通して子ども

の読書推進に努めるとともに、一般成人向けの大学連携講座を引き続き実施し、生涯学習

の場として一層の充実を図ってまいります。 

 文化事業につきましては、２度にわたる国民文化祭の成果を継承し、現代人形劇と人形

浄瑠璃芝居のイベントを開催いたします。県内外から多数の出演者を予定しており、魅力

ある人形劇の公演を通じて子どもたちの心に夢と感動を届け、あわせて子育て世代に魅力

あるまちづくりを全国に向けてＰＲをしていきたいと考えております。 

 生涯スポーツの振興につきましては、総合体育館・第二体育館を拠点として松茂町スポ

ーツ推進委員・各スポーツ団体と連携し、多種・多様なスポーツ活動を通して町民の皆さ

んのメンタル面も含めた健康づくりを支援いたします。また、だれもがすぐに取り組める

ニュースポーツを、徳島東部地域定住自立圏の連携事業として共同開催し、一層の普及に

努めてまいります。 

 人権教育の推進は、今後とも地域の重要な課題であり、「松茂町人権教育推進方針」に

沿って、人権教育・啓発活動を展開し、幅広い人権問題に関係機関と連携して取り組み、

日常生活の中にある人権の個別課題を通してその解決を図ってまいります。 

 次に、「活力と輝きのあるまちづくり」（産業・経済）では、農業振興につきましては、

現在の主要栽培品目である「なると金時」や「れんこん」の農作業に使用する農機具の運

搬車両をＪＡ松茂が新たに１台購入し２台体制とすることにより、遠距離圃場への運搬や

労働力の軽減など、農作業の効率化を図り、また、「れんこん」の圃場では、太陽熱土壌

消毒事業を実施し検証することにより、出荷量の確保や品質向上を図るなど、「とくしま

明日の農林水産業づくり事業」を通じた支援を行ってまいります。 

 本年度中に、地域農業のマスタープランである「人・農地プラン」を策定するに当たり、
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より効率的な面的集積を進めるため、認定農業者等の担い手を地域の中心となる経営体と

位置づけ、必要な情報である地図や名簿を整理し、遊休農地の発生防止と有効利用を促進

してまいります。 

 徳島東部地域定住自立圏連携事業として、農業生産者等に徳島市内に設置するアンテナ

ショップへの出品を依頼し、地域の特産品を生かした６次産業や地産地消の推進に努めま

す。 

 水産振興につきましては、漁業経営を取り巻く環境は非常に厳しいものがありますが、

漁業施設の更新や稚魚の放流事業等に補助を行い、長原漁協と連携し水産業の振興を図っ

てまいります。 

 観光の振興につきましては、昨年実施した「スカイフェスタ松茂」は、悪天候により１

日だけの開催となりましたが、１万７千人以上の方にご来場をいただき、県内各地から広

くおいでをいただけた結果であります。今後も、徳島とくとくターミナル、及び月見が丘

海浜公園と連携を図り、スカイフェスタ実行委員会とともにさらなる充実を目指してまい

りたいと考えております。 

 商業の振興につきましては、地域コミュニティ推進事業として４年目を迎える、商工会

が実施する、繰り返し使える地域通貨、通称「ユーコ」の発行を引き続き支援し、町内商

店の利用促進、及び地域コミュニティの形成を図ってまいります。 

 工業の振興につきましては、松茂町企業立地の促進等による地域における「産業集積の

形成及び活性化に関する法律」の趣旨に基づき、固定資産税の減額措置等を行うことによ

り、企業の支援を行ってまいります。 

 最後になりますが、「参加と交流のまちづくり」（参加・交流）といたしまして、国際化

に対応したまちづくりとして推進をしてまいりました姉妹都市交流事業、並びに夢フライ

ト国際交流事業について申し上げます。 

 一昨年に、アメリカのマウントバーノン市、及びスカジット港湾局と姉妹都市協定を締

結し、交流の推進について具体的な協議を進めてまいりました。その結果、本年度は、ア

メリカから派遣団が本町を訪問する予定になっております。本町からマウントバーノン市

への派遣団の訪問も計画をしておりますので、本年度が相互交流の実現に向けた第一歩と

なることを期待しております。姉妹都市交流が町民にとってより身近なものとなるよう、

交流事業を進めてまいります。 

 中学生の海外派遣事業は、引き続き、オーストラリアのケンプシーハイスクールへの訪
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問を予定しております。本年度は、ケンプシーハイスクールから日本への生徒派遣も計画

されておりますので、中学校の生徒同士の相互交流を深め、これまでの海外との交流事業

の経験を生かしながら、世界的な視野を持った人材の育成に努めてまいります。 

 以上が私の所信をご説明を申し上げましたが、議員各位のご理解とご指導をよろしくお

願いを申し上げまして、私の所信表明とさせていただきます。どうもありがとうございま

した。 

○議長【新保 勲君】  ここで、議事の都合により、１０分間、休憩いたします。 

午前１１時０２分小休  

                                         

午前１１時１５分再開  

○議長【新保 勲君】  それでは、再開いたします。 

 続きまして、日程第５、同意第１号「固定資産評価審査委員会委員の選任について」を

議題といたします。 

 広瀬町長から発言を求められていますので、これを許します。 

 広瀬町長。 

○町長【広瀬憲発君】  それでは、私の方から提案理由の説明を申し上げます。 

 同意第１号、固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、固定資産評価審査委

員会委員として在任中の古川静男氏、井川昭宏氏が、平成２５年３月３１日をもって任期

満了となります。 

 つきましては、引き続き、古川静男氏、そして、新たに里見恒利氏を固定資産評価審査

委員会委員に選任いたしたいと考えておりますので、地方税法第４２３条第３項の規定に

より議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、お二人の経歴につきましては参考資料に添付をいたしておりますので、ご覧いた

だき、ご同意をよろしくお願いをいたします。 

○議長【新保 勲君】  町長の提案理由の説明は終わりました。 

 質疑、ご意見、ございましたら賜ります。質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑がないようなので、質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【新保 勲君】  これから、採決に入ります。 
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 同意第１号、「固定資産評価審査委員会委員の選任について」は、原案のとおり同意す

ることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【新保 勲君】  異議なしと認めます。 

 よって、同意第１号「固定資産評価審査委員会委員の選任について」は、原案のとおり

可決いたしました。 

                                         

○議長【新保 勲君】  続きまして、日程第６、議案第１号「松茂町課設置条例の一部

を改正する条例」から、日程第３６、議案第３１号「平成２５年度松茂町水道特別会計予

算」までの議案３１件を一括して議題といたします。 

 広瀬町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 広瀬町長。 

○町長【広瀬憲発君】  それでは、続きまして、議案第１号から提案理由の説明をして

まいります。 

 議案第１号、松茂町課設置条例の一部を改正する条例につきましては、これまで総務課

内におきまして危機管理対策準備室として事務を行ってまいりましたが、防災の体制強化

を図るため、危機管理室を設置するものでございます。 

 次に、議案第２号、松茂町個人情報保護条例の一部を改正する条例につきましては、国

有林野に関する法律の改正により国有林野事業が国営企業でなくなることに伴い、語句の

整理を行うものであります。 

 次に、議案第３号、松茂町新型インフルエンザ等対策本部条例につきましては、新型イ

ンフルエンザ等対策を効果的に実施するための体制について、松茂町新型インフルエンザ

等対策本部に関する必要な事項を定めるものでございます。 

 次に、議案第４号、板野郡障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更につきましては、

障害者自立支援法が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害

者総合支援法）に改正されたため所要の整備を行うための改正するものでございます。 

 次に、議案第５号、松茂町地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指定地域密着型

サービス事業者等の指定に関する事項を定める条例、議案第６号、松茂町指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例、議案第７号、松茂町指

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予
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防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例、議案

第８号、松茂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例、議案第９号、

松茂町道の構造の技術的基準を定める条例、議案第１０号、松茂町道に設ける道路標識の

寸法を定める条例、議案第１１号、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行条例、議案第１２号、松茂町営住宅等の整備基準を定める条例、議案第１３号、松

茂町都市下水路の設置及び管理に関する条例、議案第１４号、松茂町公園及び緑地の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例、議案第１５号、松茂町営住宅の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例、議案第１６号、松茂町公共下水道条例の一部を改

正する条例、議案第１７号、松茂町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並び

に水道技術管理者の資格基準に関する条例、以上１３議案につきましては、地域の自主性

及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による各

法律の改正に伴い、関係する条例の制定及び改正を行うものであります。 

 次に、議案第１８号、町道路線の認定につきましては、道路法第８条第２項の規定によ

り、新たに５路線を町道として認定するものであります。 

 次に、議案第１９号、平成２４年度松茂町一般会計補正予算（第５号）につきましては、

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億３,５５５万８千円を追加し、補正後の予算の

総額を５５億１,３５１万８千円とするものでございます。 

 今回の補正につきましては、事務・事業の確定、見込みによる補正をするものでござい

ます。 

 歳入の主なものといたしましては、町税を１億３,５１０万１千円、株式等譲渡所得割

交付金１,３６１万５千円、普通交付税２,２３４万１千円等を増額補正し、地方消費税交

付金８０４万９千円、児童福祉費国庫負担金８２２万２千円等を減額補正するものであり

ます。 

 歳出の主なものといたしましては、農地費負担金補助及び交付金９９６万５千円、高速

道路対策費工事請負費５,２００万円、財政調整基金積立金１億円、生活環境整備基金積

立金１億１,７１１万３千円等を増額補正し、財産管理費委託料１,７４０万円、児童福祉

総務費負担金補助及び交付金１,６６５万９千円、高速道路対策費委託料１,６００万円、

公有財産購入費１,８００万円等を減額補正するものであります。 

 なお、繰越明許費として、庁舎改築工事実施設計委託業務外５件の事業で合計１

億３,９９０万円を翌年度に繰り越すものであります。 
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 次に、議案第２０号、平成２４年度松茂町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）に

つきましては、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ１１３万２千円を減額し、補正後

の予算の総額を１６億５,２５３万４千円とするものであります。 

 歳入の主なものといたしましては、一般国民健康保険税・医療給付費分、現年課税

分１９７万３千円を増額し、一般会計繰入金２８０万１千円を減額補正するものでありま

す。 

 歳出の主なものといたしましては、臨時職員賃金６０万円等を減額補正するものであり

ます。 

 次に、議案第２１号、平成２４年度松茂町介護保険特別会計補正予算（第３号）につき

ましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ４,６６５万５千円を追加し、補正後の

予算の総額を９億６,２１５万３千円とするものであります。 

 歳入の主なものといたしましては、繰越金５,１２９万９千円を増額補正するものであ

ります。 

 歳出の主なものといたしましては、居宅介護給付費負担金補助及び交付金２,１６８

万４千円、介護給付費準備基金積立金２,４６５万円等を増額補正するものであります。 

 次に、議案第２２号、平成２４年度松茂町長原渡船運行特別会計補正予算（第１号）に

つきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３１８万５千円を追加し、補正後の

予算の総額を１,４５２万円とするものであります。 

 歳入といたしましては、前年度繰越金３１８万５千円を増額補正するものであります。 

 歳出の主なものといたしましては、予備費３０３万４千円を増額補正するものでありま

す。 

 次に、議案第２３号、平成２４年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第３号）につ

きましては、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ４,５２７万６千円を減額し、補正

後の予算の総額を５億３４５万４千円とするものであります。 

 歳入の主なものといたしましては、雑入消費税還付金等で４９３万４千円を増額補正し、

下水道費国庫補助金８００万円、下水道事業債３,８００万円を減額補正するものであり

ます。 

 歳出の主なものといたしましては、流域下水道費負担金補助及び交付金１０６万９千円

を増額補正し、公共下水道建設費工事請負費３,０７４万４千円を減額補正するものであ

ります。 



 －25－ 

 次に、議案第２４号、平成２５年度松茂町一般会計予算につきましては、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ５１億１,５３９万２千円と定めるものでございます。 

 事務・事業の概要につきましては、先ほどご説明を申し上げたところでございます。 

 次に、議案第２５号、平成２５年度松茂町国民健康保険特別会計予算につきましては、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１５億３,８９６万１千円と定めるものであります。これ

は、平成２４年度当初予算と比較をいたしますと２％の増となっております。 

 歳入のうち、保険税は３億１７５万２千円で一般会計から繰入金として人件費及び出産

育児一時金等に対して４,０７７万３千円、財政安定化支援といたしまして３,５１８万７

千円、基盤安定繰入金として６,１４３万４千円を計上いたしております。 

 歳出につきましては、保健事業の推進により予防に努め、医療費の抑制を図ってまいり

ます。 

 次に、議案第２６号、平成２５年度松茂町介護保険特別会計予算につきましては、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ９億２,５０６万５千円と定めるものでございます。これは、

平成２４年度当初予算と比較をいたしますと３.４％の増となっております。今後とも、

要介護と認定される方々が在宅介護及び施設介護等のサービスを適切に受けられるよう努

めてまいります。 

 次に、議案第２７号、平成２５年度松茂町後期高齢者医療特別会計予算につきましては、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億５,２５９万７千円と定めるものでございます。これ

は、平成２４年度当初予算と比較をいたしますと７.１％の増となっております。 

 後期高齢者医療制度は、７５歳以上のすべての方を対象とした医療制度です。運営につ

いては、徳島県後期高齢者医療広域連合が行い、各種申請や届け出等の窓口業務は健康保

険課で行っております。 

 歳入のうち保険料として年金から徴収する特別徴収保険料が６,０３７万９千円、普通

徴収保険料が３,９３４万６千円、一般会計繰入金として事務費繰入金２,５７５万３千円、

保険基盤安定繰入金２,６７６万１千円を計上いたしております。 

 歳出につきましては、広域連合による安定的な運営を目的として後期高齢者医療広域連

合納付金１億２,６４８万８千円を計上いたしております。 

 次に、議案第２８号、平成２５年度松茂町長原渡船運行特別会計予算につきましては、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１,１３３万５千円と定めるものであります。これは、平

成２４年度当初予算と同額となっております。 
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 今後とも、利用者が安全で利便性の高い効率のよい運行に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、議案第２９号、平成２５年度松茂町農業集落排水特別会計予算につきましては、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億４５１万７千円と定めるものであります。これは、平

成２４年度当初予算と比較をいたしますと５.３％の増となっております。 

 今後とも、長岸、中喜来、北川向地区の汚水処理施設を適正に管理し、地域住民の生活

環境の改善や農業用水の水質保全に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、議案第３０号、平成２５年度松茂町公共下水道特別会計予算につきましては、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ５億３,０７２万１千円と定めるものでございます。これは、

平成２４年度当初予算と比較をいたしますと０.２％の増となっております。 

 主な事業といたしましては、これまで進めてまいりました面的整備を継続的に進めるこ

ととし、長原、豊久地区において施工延長約１,８００ｍの管渠整備を計画いたしており

ます。また、平成２１年度から流域下水道及び公共下水道が供用開始されたことに伴い、

本年度も、引き続き、接続促進と管渠並びに中継ポンプ等の設備機器の適正な維持管理に

努め、下水道事業の的確な運営を図ってまいります。 

 最後に、議案第３１号、平成２５年度松茂町水道特別会計予算につきましては、公営企

業の独立採算の趣旨に沿いまして運営ができるよう編成をいたしております。 

 平成２５年度の業務の予定量につきましては、給水戸数５,０６７戸、年間総配水

量２７６万７千㎥、１日平均配水量７,５８１㎥であります。 

 水道事業の経営活動として発生する収益的収支における収入額並びに支出額は２

億９,６１３万４千円、建設改良工事などを実施いたします資本的収支におきましては、

収入額で４億２０１万５千円に対し、支出額５億３,３４３万４千円で、収支不足額１

億３,１４１万９千円につきましては、当年度分損益勘定留保資金等により補填をいたし

てまいります。 

 主な事業といたしましては、老朽化した浄水設備の更新工事を本年度より着手をいたし

ます。また、石綿セメント管を含む老朽管更新事業、及び公共下水道事業に伴う配水管布

設替え工事を行い、安全で安心できる水道水の供給に努め、健全な企業運営に努めてまい

ります。 

 以上、提案理由の説明を終わらせていただきますが、なお、ご審議の上、全案件が可決

決定を賜りますよう、お願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 
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○議長【新保 勲君】  町長の提案理由の説明は終わりました。 

 ただいま議題となっております議案３１件については、３月１１日再開予定の本会議に

おいて総括的な質疑を行います。 

                                         

○議長【新保 勲君】  続きまして、日程第３７、発議第１号「松茂町議会委員会条例

の一部を改正する条例」を議題といたします。 

 この発議は、去る２月２７日開催の議会運営委員会において、議会運営委員会委員長

外５名の賛成者から発議としてご決定いただき、このように提出されております。藤枝議

会運営委員長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 藤枝委員長。 

○４番【藤枝善則君】  ただいま議長の許可をいただきましたので、発議第１号、松茂

町議会委員会条例の一部を改正する条例について、提案理由をご説明いたします。 

 この発議は、ただいま議長からお話がありましたように、議会運営委員会委員の賛同を

いただいて、地方自治法第１１２条の規定により提出するものであります。 

 内容につきましては、先ほど、松茂町課設置条例の一部を改正する条例により、危機管

理室を設置する一部改正の提案理由が説明されましたが、松茂町議会委員会条例の一部を

改正する条例については、危機管理室が属する所管の委員会を総務常任委員会にするため

に条例の一部改正を提案するものであります。 

 したがって、松茂町議会委員会条例第２条第１項の総務常任委員会の所管事項に危機管

理室の所管に属する事項を加えるものであります。 

 以上、発議第２号の提案理由の説明とさせていただきます。各議員におかれましては、

原案可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長【新保 勲君】  ありがとうございました。 

 以上で藤枝委員長の説明は終わりました。 

 ただいまの発議第１号につきましては、３月２２日再開予定の本会議で審議したいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【新保 勲君】  異議なしと認めます。 

 よって、発議第１号については、３月２２日再開予定の本会議で審議することに決定い

たしました。 
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○議長【新保 勲君】  続きまして、日程第３８、発議第２号「予算特別委員会設置に

関する決議」を議題といたします。 

 お手元に配付しております、藤枝議会運営委員会委員長外５名の賛成者から提出されま

した予算特別委員会設置に関する決議のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【新保 勲君】  異議なしと認めます。 

 よって、発議第２号「予算特別委員会設置に関する決議」は可決されました。 

 予算特別委員会の設置が決定いたしましたので、次の小休中に委員長、副委員長の互選

をお願いいたします。 

 議事の都合により、小休いたします。 

午前１１時４１分小休  

                                         

午前１１時４３分再開  

○議長【新保 勲君】  再開いたします。 

 小休中に特別委員会の正副委員長の互選が行われ、委員長に藤枝議会運営委員長、副委

員長に一森敬司議会運営副委員長が就任いたしましたので、報告いたします。 

                                         

○議長【新保 勲君】  以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日３月８日から３月１０日の３日間は、議案調査のため休会としたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【新保 勲君】  異議なしと認めます。 

 よって、明日３月８日から３月１０日の３日間は、休会と決しました。 

 次回は、３月１１日、午前１０時から再開いたします。 

 本日は、これで散会といたします。どうもありがとうございました。 

午前１１時４４分散会  


